
福岡県社保協 

九沖ブロック事務局長会議報告 

2024年3月12日 

甲斐 光洋 

 

１．主な報告事項 

（１）後期高齢者医療広域連合議会への取り組み 

  ○日時：2024年2月14日（水）14:00～16:00 ＠博多サンヒルズホテル 

 

２．この間の活動・渉外関係 12/13以降 

⓪12/17（日）国保改善運動学習交流集会 

①1/5（金）第29期福岡県社保協第6回事務局会議 ⇒別紙報告 

②1/11（木）第29期福岡県社保協第3回幹事会 ⇒別紙報告 

③1/15（月）「安心できる国保のために」学習会 

④1/16（火）「福岡県の社会保障」第66号編集会議 

⑤1/26（金）第29期第4回国保部会 ⇒別紙報告 

⑥2/2（金）第29期福岡県社保協第7回事務局会議 ⇒別紙報告 

⑦2/12（月）2023年度中央社保協全国代表者会議 

⑧2/14（水）後期高齢者医療広域連合議会 スタンディング宣伝＆議会傍聴 

⑨2/21（水）福岡県国民健康保険運営協議会傍聴 

⑩3/1（金）第29期福岡県社保協第8回事務局会議 ⇒別紙報告 

⑪福岡県社保協Ｆａｘ Ｍａｉｌニュース№123～124 

⑫北九社保協通信 1月号 

⑬福岡県民医連県民運動部ニュース№32 

 

３.署名・要請書関連  

①原発事故被害者訴訟原告団事務局より 

・原発被害者訴訟全国連の「原発事故は国の責任です」共同署名 

②軽度外傷性脳損傷（MTBI）患者・家族の会 

・紙媒体による金融サービスの継続を求める請願 

 

４.情勢資料・その他 

 ・西日本新聞記事 

 

以上 
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令和６年第１回福岡県後期高齢者医療 

広域連合議会定例会の結果 

 

 

１ 日時・場所  令和６年２月１４日（水） 博多サンヒルズホテル ２階 瑞雲の間 

（開会：午後２時、閉会：午後３時３６分） 

 

 

２ 議員の出欠  出席２６名（欠席７名） 

 

 

３ 議事の概要 

（１）諸般の報告 

① 広域連合議会議員の異動報告 

１．前回の定例会（令和 5 年 8月 2 日）以降の閉会中に辞職した議員 

議員氏名 役職 辞職日 備考 

西田 一 北九州市議会議員 令和 5 年 12 月 1 日 辞職 

関 好孝 大牟田市長 令和 5 年 12 月 2 日 任期満了 

中山 哲志 大刀洗町長 令和 6 年 1 月 29 日 任期満了 

  

２．前回の定例会（令和 5 年 8月 2 日）以降の閉会中に当選した議員 

議員氏名 役職 当選人告示日 備考 

鷹木 研一郎 北九州市議会議員 令和 5 年 12 月 14 日  

関 好孝 大牟田市長 令和 5 年 12 月 27 日 再選 

② 例月現金出納検査（令和５年６月分～令和５年１１月分）の結果報告 

 

（２）広域連合長提出議案等 

番号 件名 結果 特記事項 

議案第１号 福岡県後期高齢者医療広域連合

第４次広域計画の作成について 

原案可決 質疑及び討論なし。 

 

議案第２号 福岡県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例の

一部改正について 

原案可決 質疑及び討論なし。 

 

議案第３号 福岡県後期高齢者医療広域連合

会計年度任用職員の給与、費用

弁償及び旅費に関する条例の一

部改正について 

原案可決 質疑及び討論なし。 

 

＜参考＞ 
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番号 件名 結果 特記事項 

議案第４号 令和５年度福岡県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号） 

原案可決 質疑及び討論なし。 

 

議案第５号 令和６年度福岡県後期高齢者医

療広域連合一般会計予算 

原案可決 質疑及び討論なし。 

 

議案第６号 令和６年度福岡県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算 

原案可決 質疑あり（※１）。 

討論なし。 

 

 

※１ ＜議案質疑＞ １名  発言者：中山 郁美（福岡市） 

議案第６号 令和６年度福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 

予算 

質疑の要旨 答弁の要旨 

 

１ 

・次期一人あたり保険料

を大幅に引き上げよう

としている理由を尋ね

る。 

・今回の保険料引き上げ

について異常だという

認識はないか尋ねる。 

・保険料上昇抑制に充て

る剰余金及び運営安定

化・財政安定化基金の

活用見込み額は令和６

年度及び７年度それぞ

れでいくらか、また、

活用後の基金残高は令

和７年度末でそれぞれ

いくらになる見込みか

尋ねる。 

令和６・７年度（第９期）の保険料率については、

少子高齢化に伴う支え手の減少に対応するため、増

加する医療費を、負担能力に応じて、すべての世代

で公平に支え合う「全世代対応型の持続可能な社会

保障制度」を構築するにあたって、子育てを全世代

で支援するための出産育児一時金に係る支援金の導

入や現役世代の一人当たり後期高齢者支援金の上昇

抑制のための後期高齢者負担金の見直し等、国の制

度改正を踏まえた結果、引き上げとなったもの。 

令和４・５年度（第８期）からの所得割率及び均

等割額の引き上げ幅が、制度開始以来、ともに最大

となっていることは認識している。 

今回の制度改正により大幅な保険料率の上昇が見

込まれたことから、令和４・５年度（第８期）同様、

過去最大額である１６０億円の財源を活用し、保険

料率の上昇抑制を図った。 

抑制財源については、剰余金、運営安定化基金合

わせて令和６年度に約８５億円、令和７年度に約７

５億円、計１６０億円を活用しており、福岡県が管

理する財政安定化基金は活用しないこととしてい

る。 

その結果、基金残高見込み額は、運営安定化基金
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質疑の要旨 答弁の要旨 

が令和７年度末で約３７億円、財政安定化基金が令

和５年度末で約６２億円、令和７年度末は未定であ

る。 

２ 

・物価高騰等、厳しい経

済状況における大幅な

保険料引き上げは被保

険者の納付困難や生活

困窮を激化させるので

はないか、所見を伺う。 

・子ども・子育て支援の

費用押し付けや医療費

における後期高齢者負

担率の引き上げは重大

問題ではないか、所見

を伺う。 

・異常事態に財政安定化

基金を活用しないのは

道理がないのではない

か、答弁を求める。 

被保険者の方々の経済状況に関し、広域連合では、

後期高齢者医療制度として、できることに取り組ん

でいる。保険料は、所得に応じて負担する所得割額

と被保険者全員が負担する均等割額で構成され、所

得が低いなど経済的な困難さに配慮するため、均等

割額は７割軽減・５割軽減・２割軽減という措置を

設けるなど、被保険者の負担能力を踏まえることと

している。さらに、保険料の納付が困難な方からの

相談については、市町村の窓口において、必要に応

じ生活状況に配慮したうえで、分割納付などの対応

を行っている。なお、今回の制度改正においては、

その見直しの影響が低所得層に生じないよう、保険

料率が算定される仕組みとなっている。 

後期高齢者医療制度は現役世代の支援によって支

えられており、少子化対策は重要な課題であり、現

役世代人口の減少が社会問題となっている中、子育

て支援への対応は必要であり、後期高齢者負担率に

ついても、支え手である現役世代一人当たり後期高

齢者支援金の伸び率が、支えられる側である後期高

齢者一人当たり保険料の伸び率を上回っていること

から、その伸び率を同じにするように後期高齢者負

担率を引き上げる見直しはやむを得ないものと考え

ている。 

今回の制度改正は、「全世代対応型の持続可能な社

会保障制度」を構築するために避けられない改正と

捉えており、着実に実施していく必要があると考え

ている。 

財政安定化基金活用の原則は、保険料の収納実績

が予定より不足することが見込まれる場合、給付費

が見込以上に増大すると見込まれる場合であり、特

例的に必要と認められるときに、保険料率の増加の

抑制を図るため活用できるとされている。 

今後の保険料率算定時の状況を踏まえ、活用や積

み立てについて、引き続き福岡県と協議していく。 
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質疑の要旨 答弁の要旨 

３ 

・国に対し、改定健康保

険法等の見直し並びに

国民の新たな負担を伴

わない形での緊急財政

措置を求めるべきでは

ないか、所見を伺う。 

・二つの基金は全額取り

崩して保険料を引き下

げるとともに、県に対

し財政安定化基金の大

幅積み立てを求めるべ

きではないか、答弁を

求める。 

今回の健康保険法等の改正については、少子高齢

化に伴う支え手の減少に対応し、増加する医療費を

負担能力に応じ、すべての世代で公平に支え合う「全

世代対応型の持続可能な社会保障制度」を構築する

ために、国における慎重な検討と国会審議がなされ

成案になったと認識しており、国に対し今回の制度

改正についての見直しや緊急財政措置を求める考え

はない。 

本広域連合として、後期高齢者医療制度が安定的

かつ持続的に運営できるよう努めていく。 

保険料率の抑制にあたっては、令和４・５年度（第

８期）同様、過去最大額である１６０億円の財源を

活用し、保険料率の上昇抑制を図ったところである。 

運営安定化基金については、今後も医療費の増大

が見込まれる中、必要に応じ活用について検討して

いく。 

また、福岡県が管理する財政安定化基金について

は、今後の保険料算定時の状況を踏まえ、活用や積

み立てについて引き続き福岡県と協議していく。 
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（３）一般質問（１名） 

 ①質問者：中山 郁美（福岡市） 

質問の要旨 答弁要旨 

被保険者の保険料及び窓口負担の負担能力について 

１ 

・長引く物価高騰の影

響、実質引き下げられ

てきた年金額、更に負

担増となろうとしてい

る介護保険料等の被保

険者への影響をどう捉

えているか尋ねる。 

昨今の物価高騰の中、限られた年金額と社会保険料

の負担が被保険者の方々の日々の生活に影響を与え

ていることは承知している。 

また、令和４・５年度（第８期）からの所得割率及

び均等割額の引き上げ幅が、制度開始以来、ともに最

大となっていることは認識している。 

そのため、今回の制度改正により大幅な保険料率の

上昇が見込まれたことから、令和４・５年度（第８期）

同様、過去最大額である１６０億円の財源を活用し、

保険料率の上昇抑制を図ったところである。 

２ 

・保険料と窓口負担の支

払いで、可処分所得が

生活保護水準をも下回

る被保険者が生み出さ

れている等の状況につ

いて、所見を伺う。 

少子高齢化に伴う支え手の減少に対応するため、増

加する医療費を負担能力に応じてすべての世代で公

平に支え合うという「全世代対応型の持続可能な社会

保障制度」の構築は喫緊の課題である。 

そのような中、被保険者の方々の経済状況に関し、

広域連合では、後期高齢者医療制度として、できるこ

とに取り組んでいる。 

後期高齢者医療制度における窓口負担額について

は、低所得層に配慮する必要から、所得に応じた負担

割合や負担限度額が設けられている。また、保険料に

ついては、均等割額を７割・５割・２割軽減する措置

を設けており、全被保険者の約７割の方に適用されて

いる。 

さらに、保険料の納付が困難な方からの相談につい

ては、市町村の窓口で、必要に応じ生活状況に配慮し

た分割納付相談や減免制度の案内、福祉サービスへつ

なぐなどきめ細やかに対応している。 

３ 

・負担能力を超えた保険

料や窓口負担を強いて

いる制度は憲法違反状

態であり、後期高齢者

医療制度そのものの見

直しを国に求めるべき

ではないか、所見を求

める。 

後期高齢者医療制度における今回の制度改正は、

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度」の構築の

ために、避けられない見直しと考えており、「後期高齢

者医療制度そのものの見直し」について、国に求める

考えはない。 

国の方針を踏まえ、適切に対応し、今後とも被保険

者の皆様に安心して利用していただけるよう、本制度

の円滑な運営に真摯に努めていく。 
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質問の要旨 答弁要旨 

マイナンバー保険証について 

１ 

・被保険者のマイナ保険

証利用登録率はいくら

か。また、国が１２月

に実施しようとしてい

る現行の保険証廃止に

ついての所見を伺う。 

  

本広域連合の被保険者総数に占めるマイナ保険証

の利用登録者数の割合は、オンライン資格確認システ

ムを運用している医療保険者向け中間サーバーから

提供されたデータによると、令和６年１月時点で５

２.９％である。 

また、現行の保険証を廃止することについては、昨

年６月及び１１月に全国後期高齢者医療広域連合協

議会として、「すべての被保険者が安心して必要な医

療機関等を受診できるよう責任をもって制度設計す

ること」、「被保険者がマイナ保険証のメリットを理解

し、安心して利用できるようにするため、周知広報及

び説明について責任を持って対処すること」との要望

を国に対し行った。 

本広域連合としては、被保険者が安心して受診でき

るよう適切に対応していきたいと考えている。 

２ 

・１２月に実施を強行す

れば混乱は避けられ

ず、医療を受ける権利

が侵害される被保険者

が生み出されるのでは

ないか、所見を伺う。 

重要なことは、医療機関等に円滑にアクセスできる

ことと考えており、「カード未取得者に混乱が生じな

いよう配慮すること」、「資格確認書についても弾力的

な運用を可能とするなど全ての被保険者が安心して

必要な医療機関等を受診できるよう責任をもって制

度設計すること」などの要望を国に対し行っている。 

また、国は、健康保険証廃止後も最大１年間は現行

の保険証を使用可能とすることや、マイナ保険証を保

有しない方には、申請によらず資格確認書を発行する

ことなど、必要な人が適切な保険診療が受けられるよ

う制度上の対策を講じることとしており、被保険者の

医療を受ける権利が侵害されることがないよう、着実

に対応しなければならないと考えている。 

３ 

・国民の反対が根強いマ

イナ保険証への一本化

方針は撤回するよう福

岡県広域連合として国

に求めるべきではない

か答弁を求める。 

マイナ保険証への一本化は一定のメリットがある

と考えており、「マイナ保険証への一本化方針の撤回」

について、国に求める考えはない。 

 国の方針を踏まえ、適切に対応し、今後とも被保険

者の皆様に安心して利用していただけるよう、本制度

の円滑な運営に真摯に努めていく。 
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（４）請願 

請願第１号 
７５歳以上の医療費窓口２割自己負担の凍結と現行の後期高齢者医療

被保険者証の存続を求める意見書採択等についての請願書 

請願者 福岡・佐賀民医連共同組織連絡会 会長 松原 光生 

紹介議員 中山 郁美 （福岡市） 

請願項目 

1.国と関係省庁に対し「７５歳以上の医療費窓口２割自己負担の凍結を

求める意見書」を提出してください。 

2.後期高齢者医療保険料を、運営安定化基金や財政安定化基金を活用し

て大幅に引き下げてください。 

3.国と関係省庁に対し「２０２４年１２月以降も現行の後期高齢者医療

被保険者証の存続を求める意見書」を提出してください。 

審査結果 不採択 

特記事項 起立採決により賛成少数 

 

 

請願第２号 
７５歳以上の医療費窓口自己負担２割化の中止などを求める意見書提

出についての請願書 

請願者 福岡県社会保障推進協議会 会長 大脇 爲常 

紹介議員 中山 郁美 （福岡市） 

請願項目 

・国と関係省庁に対し、「７５歳以上の医療費窓口負担について２割化

の中止を求める意見書」を提出してください。 

・国と関係省庁に対し、「健康保険証を存続し、マイナンバーカード一

体型保険証の一本化を中止することを求める意見書」を提出してくだ

さい。 

審査結果 不採択 

特記事項 起立採決により賛成少数 

 

 

請願第３号 

「後期高齢者の医療費窓口２割負担廃止」と「年収２００万円未満の後

期高齢者に２割負担を求めないとする」ための意見書提出等についての

請願 

請願者 全日本年金者組合 福岡県本部 執行委員長 牧 忠孝 

紹介議員 中山 郁美 （福岡市） 

請願項目 

1.「医療費窓口２割負担の廃止を求める意見書」を国と関係省庁に提出

してください。 

2.「年収２００万円未満の後期高齢者へ、医療費窓口２割負担を求めな

いとする意見書」を国と関係省庁へ提出してください。 

3.福岡県後期高齢者医療広域連合議会として、医療保険料を引き下げる

こと。 

審査結果 不採択 

特記事項 起立採決により賛成少数 
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 出欠 役 職 氏 名 所属団体/地域社保協 

１ 〇 事務局長 甲斐 光洋 福岡県民主医療機関連合会 

２ 〇 事務局次長 岡本 政昭 北九州市社保協 

３ 〇 事務局次長 渡邉 宏 福岡県労働組合総連合 

４ 〇 事務局次長 内野 貴則 福岡県保険医協会 

５ 〇 事務局次長 七里 正昭 福岡県歯科保険医協会 

６ 欠 事務局次長 田尻 一也 福岡県商工団体連合会 

７ 〇 事務局次長 松尾ひとみ 新日本婦人の会福岡県本部 

８ 欠 事務局次長 木村 拓史 福岡市社保協 

９ 〇 事務局次長 山中 健 福岡県建設労働組合 

10 〇 事務局員 今村 直美 福岡県民主医療機関連合会 

11 〇 事務局員 川上 祥子 福岡県民主医療機関連合会 

 

 ※新任ご挨拶：福岡市社保協 事務局長 木村 拓史さん 
 
【協議・確認事項】 
１．健康保険証の廃止撤回についての取り組み 
（1）請願の取り組み  
①大野城市議会：12月7 日（木）総務政策委員会にて審議 結果：不採択 
※賛成（未来1、市民クラブ 1、維新系無所属1）、反対（自民 1、公明2） 
賛否同数となり、委員長（自民）が不採択を決定。 

※西日本新聞記事（12/7） 
②福岡県議会：12月 14日（木）厚生労働委員会にて審査 結果：継続審議 
       12月 20日（水）本会議にて審査 結果：継続審議 
 ※赤旗新聞記事（12/9）（12/16）、RKB「タダイマ！」放送（12/14） 

 
（2）「健康保険証廃止反対」連絡会の発足について 
 ＜この間の経過＞ 
 ・12月 8日（金）渡邉事務局次長 呼び掛け文作成 
 ・12月 10 日（日）大脇会長より呼び掛け文に対してのご意見 
 ・12月 22 日（金）山中事務局次長からのご意見 
 ・12月 24 日（日）意見を受けての大脇会長のご意見  

上記ついて意見を伺った。出た意見は以下の通り。 
① 連絡会の在り方について 

・各団体での取り組みの共有を行う。 
・議会請願が採択されるのはハードルが高いので、いろんな団体が請願に賛同することで

ハードルが下がるのではないかという狙いが連絡会にはある。 
・結成総会は世論に訴えかけるために行うことが目的である。そのために獲得目標、運動

方針を明確にする必要がある。 
・呼び掛け文に明確な目標を追加する。 

② 連絡会の名称について 
「健康保険証廃止の中止」と 2 重否定の文言は分かりづらい。親しみやすいネーミングを

検討する。 

第 29 期（2023 年度）福岡県社保協・第 6 回事務局会議報告 
【日 時】 2024年1月5日（金）10:30～12：10 

【会 場】 福岡県民医連 会議室 ＷＥＢ会議ｚｏｏｍ使用 

③ 運営に関しての負担軽減について 
・基本連絡はメーリングリストで行う。 

  ・加盟団体の推進、議会要請、マスコミへの連絡、連絡会ニュース作成・加盟団体から会員へ

配布など、役割分担を行うことで、各団体の意識付けにもなり事務局の負担軽減につなが

るのではないか。 
④ 幹事会（1/11）で立ち上げの提案を行い、その場で賛同いただければそのまま加盟団体 
  とするのはどうか。（即答が難しい場合は後日返答を確認する。） 
⑤ 論議するに当たっての事前資料については、山中、渡邉両事務局次長が準備することを確

認した。 
→1 月 11 日 14 時～幹事会前に大脇会長と打ち合わせがあるため、事務局メンバは可能な限

り参加し、上記について協議することとした。 
 

２．後期高齢者広域連合議会の対応について 
 ・2024 年2 月14 日（水）14 時～後期高齢者広域連合議会＠博多サンヒルズホテル 
  ※請願受付〆切日：2024 年 1 月25 日（木） 
 ・請願書（案）について、追加、修正等あれば、事務局まで連絡することとした。（1/10〆） 
 ・スタンディング宣伝行動13 時30 分～（議会開始前まで） 
 
３．第 30 期県社保協総会について 
 ※総会日程（案）について 
 6月 29 日（土）で幹事会に提案することを確認した。 
※学習講演の講師（案）について 
①『社会保障、福祉国家』井口 克郎（イノクチ カツロウ）神戸大学准教授 
②『人新世の「資本論」』斉藤 幸平（サイトウ コウヘイ）東京大学准教授 

  他に講師案があれば1/11幹事会で提起することとした。 
 
【報告・確認事項】 
１.この間の活動報告・庶務・渉外関係事項の確認 
（１）12/01（金）第29期県社保協第 5回事務局会議報告 ⇒ 文書報告 
（２）12/01（金）いのとり裁判 早期全面解決を求める緊急集会 
（３）12/12（火）福岡県保険医協会北九州支部幹事会 国保学習会 
（４）12/21（木）「福岡県の社会保障」第 65号発送 
（５）12/22（金）消費税各界連 街頭宣伝行動 
（６）12/23（土）全国一斉なんでも相談会 
（７）福岡県民医連県民運動部ニュース№32 
（８）自治労連速報第47～51号 
（９）北九州通信11 月号 
 
２.中央社保協関連 
（１）12/12（火）九沖ブロック社保協事務局長会議 
（２）12/17（日）第２回国保改善運動学習交流集会 
（３）2/12（月）２０２３年度全国代表者会議 
・連絡２３-１９中央社保協 ２０２３年度全国代表者会議へのご案内 【第２報】 

（４）神奈川県社保協ニュース⑥～⑦ 
 
３.今後のスケジュール 
 01/11（木）優生保護法最高裁宛100万人署名推進学習会 
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 01/15（月）安心できる国保のために学習会11 時～12 時オンライン 
 01/16（火）「福岡県の社会保障」第66 号編集会議11 時～ 

02/02（金）県社保協第7 回事務局会議 
 02/12（月・祝）２０２３年度全国代表者会議 
 02/14（水）後期高齢者広域連合議会 
 03/01（金）県社保協第8 回事務局会議 
 03/14（木）県社保協第4 回幹事会 
 
４.自治体キャラバンについて 
（１）各地域の自治体キャラバンの進捗状況 
  ①北九州市 
   2023 年12 月22 日予定だったが、天候の関係で2024 年1 月19 日（金）に延期となった。 
  ②福岡市 
  ③筑後地区 ※終了 
 
（２）自治体アンケートについて 
  〇現時点での集約状況 49／60 なるべく提出していただくよう、引き続き働きかける。 
 
４．29 期年間スケジュール 
  月    行事・行動について  月 行事・行動について 
7 月 定期総会 

後期高齢者広域連合議会請願 
全国一斉「なんでも相談会」 

12 月 県議会 
全国一斉「なんでも相談会」 

8 月 後期高齢者広域連合議会 1 月 後期高齢者広域連合議会請願 
 

9 月 県議会 
自治体アンケート確定 
統一要望書作成・配布 
全国一斉「なんでも相談会」 

2 月 後期高齢者広域連合議会 
県議会 

10 月 自治体キャラバンスタート 
いのちまもる総行動（10/19） 

3 月～5 月  

11 月 県への予算要望（11/8～10） 
介護の日（11/11） 

6 月 定期総会 

 
＜情勢資料＞ 
・新聞記事（西日本）「空港・港湾防衛強化へ」九州・沖縄30～40 施設中 7割超え。 

  チラシ「福岡空港と博多港の軍事利用に反対しよう！」（戦争政権に反対し行動する実行委

員会） 
 
■次回事務局会議 毎月第１金曜日 

8/4（金）9/6（水）10/6（金）11/2（木）12/1（金）1/5（金）2/2（金） 
3/1（金）4/5（金）5/3（祝）⇒5/2（木）6/7（金） 

 
■幹事会 奇数月第２木曜日 
 9/14（木）11/9（木）1/11（木）3/14（木）5/9（木） 
 
■国保部会 隔月第４金の予定  ※適宜変更の場合あり 

 事務局：甲斐・今村・川上  部員：岩下・懸谷・皆川・山中・貫橋 
   9/22（金）11/24（金）1/26（金）3/22（金）5/24（金） 

※福岡県民医連会議室・ＺＯＯＭ使用含んで、当面Web会議 
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 出欠 役 職 氏 名 所属団体/地域社保協 

１ 〇 事務局長 甲斐 光洋 福岡県民主医療機関連合会 

２ 〇 事務局次長 岡本 政昭 北九州市社保協 

３ 〇 事務局次長 渡邉 宏 福岡県労働組合総連合 

４ 〇 事務局次長 内野 貴則 福岡県保険医協会 

５ 〇 事務局次長 七里 正昭 福岡県歯科保険医協会 

６ 〇 事務局次長 田尻 一也 福岡県商工団体連合会 

７ 〇 事務局次長 松尾ひとみ 新日本婦人の会福岡県本部 

８ 欠 事務局次長 木村 拓史 福岡市社保協 

９ 〇 事務局次長 山中 健 福岡県建設労働組合 

10 〇 事務局員 今村 直美 福岡県民主医療機関連合会 

11 〇 事務局員 川上 祥子 福岡県民主医療機関連合会 

 

 

【協議・確認事項】 

１．健康保険証の廃止撤回についての取り組み 

（1）「健康保険証廃止反対」連絡会の発足について 

  ①各団体の状況 

   ・（保険医協会）3月の県弁護士会シンポジウムで、マイナ保険証についてお願いがあった

が、この日は予定があるので参加はできない旨の報告あり。 

・（歯科保険医協会）3月の県弁護士会のシンポジウムに参加する。連絡会が立ち上がれば

参加したいと役員から意見あり。 

・（福建労）連絡会の立ち上げが理想だが、時間的に見て重点的課題としてまず県社保協で

動いた方が良い。何かアクションを起こすことが目的なので、体制にこだわらず、構築し

ていけば大丈夫ではないか。連絡会は展望しつつ、確実に立ち上げが可能になれば、福建

労も参加する。 

・（県労連）連絡会は進めた方が良いと幹事会で確認している。呼びかけ案には加盟単組に

呼び掛けるように考えている。 

・（北九州社保協）具体的な意見交換はできていない。健和会と共同で取り組んでいるので、

まずは県社保協の重点課題として取り組んでいけばよいのではないか。 

・（新婦人）まだ組織内では協議できていないが、連絡会の立ち上げには賛成。 

・（福商連）連絡会が立ち上がれば参加可能だが、まず県社保協で重点課題として取り組む。 

 ・（民医連）連絡会の立ち上げは、時間的にも困難であり、県社保協として、今後も重点的

に取り組みを行えばよいのではないか。仮に連絡会を立ち上げたとして、医師会へ呼びか

けようとしても、民医連や社保協からは賛同を得るのは難しいだろう。保険医協会などの

呼びかけが必要と考える。 

  

②今後の進め方について 

以下の意見から、「準備会」という形で進めることとした。 

・まずは県社保協が、重点課題として取り組みを強化していく。 

・現状のまま（県社保協としての取り組み）では進まない可能性もあるので、連絡会を立ち

上げることで、取り組みが進むのではないか。 

第 29 期（2023 年度）福岡県社保協・第 7 回事務局会議報告 
【日 時】 2024年2月2日（金）10:30～12：30 

【会 場】 福岡県民医連 会議室 ＷＥＢ会議ｚｏｏｍ使用 

・保険証廃止が12月に決定されているので、連絡会の立ち上げまでに時間を要してしまい、

本来の取り組み自体が弱くなるのでないか。 

 

1） 役割について 

事務局長は七里氏で確認した。事務局（議会請願行動担当、参加団体促進担当、地元国

会議員要請担当、ニュース担当）や、その他（財政、運営方針等）の詳細は、進めてい

く上で検討することとした。 

2） 共同代表について 

各自治体の社保協、開業医、医療・介護機関、労働者、障がい者団体等、幅広い団体に

呼びかけられるように、以下が提案された。 

大脇会長（県社保協）、大崎会長（県歯科保険医協会）、県労連（福建労）議長、民医連、  

  障福協会長 他 

 

２．「生活保護・扶養照会についてのアンケート」へのご協力と集約のお願い 

 調査期間：2月13日～11月29日、調査方法：各地の自治体キャラバンなど 

 目的：扶養照会などで、生活保護申請が脅かされている。また生活保護費が全額支払わせてい

ない実態（群馬県桐生市）もあるため。 

調査報告：12月に公表予定。 

 →各団体に協力を呼びかけることを、幹事会で確認することとした。 

 

３．後期高齢者医療広域連合議会の対応について 

 ・2024年2月14日（水）14時～後期高齢者広域連合議会＠博多サンヒルズホテル 

 ・請願書提出：1月22日（月） 

 ・スタンディング宣伝行動 13:20～13:50 

 →別紙にて確認した。またスタンディング宣伝行動を呼びかけた。 

 

【報告・確認事項】 

１.この間の活動報告・庶務・渉外関係事項の確認 

（１）01/05（金）第29期県社保協第6回事務局会議報告 ⇒ 文書報告 

（２）01/11（木）第29期県社保協第 回幹事会報告 ⇒ 文書報告 

（３）01/15（月）中央社保協 安心できる国保のために学習会（オンライン） 

（４）01/16（火）「福岡県の社会保障」第66号編集会議 

（５）01/22（月）後期高齢者医療広域連合議会へ請願書提出 

（６）01/26（金）第29期第4回国保部会報告（案） ⇒ 文書報告 

（７）02/01（木）2.1高齢者中央集会（You Tube）※伊藤先生レジュメ 

（８）自治労連速報第68号、添付資料 

 

２.中央社保協関連 

（１）1/15（月）安心できる国保のために学習会 

（２）2/12（月）２０２３年度全国代表者会議 オンライン参加 

（３）沖縄県社保協ニュース№18 

→国保改善パブコメについての報告あり。福岡県も国民健康保険運営方針案と事業納付金の算定

案のパブコメについて、県のホームページでお知らせあり。協力をお願いした。 

（パブコメ期間は、１月２６日〜２月８日） 

 

３.今後のスケジュール 

 02/02（金）いのとり裁判報告集会 
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02/12（月・祝）２０２３年度全国代表者会議 

 02/14（水）後期高齢者医療広域連合議会 

 03/01（金）県社保協第8回事務局会議 

 03/14（木）県社保協第4回幹事会 

 06/29（土）第30期県社保協総会 

 

４.自治体キャラバンについて 

（１）各地域の自治体キャラバンの進捗状況 

  ①北九州市 

   保護課との懇談について（1月19日開催）、介護扶助問題が健和会から報告あがったので

重点項目に追加し懇談した。各県の保護課にいるケアマネが、ケアプランに介入してくる。

限度額いっぱいの方は、一部のサービスを削っている状況が横行しているとのこと。実態を

保護課も把握していないので、報告も兼ねての内容だった。県が持ち帰って調査をするとの

こと。 

 

  ②福岡市 

 

  ③筑後地区 ※終了 

 （２）自治体アンケートについて 

  〇集約状況 52／60 ※前年度53 

 

４．29期年間スケジュール 

  月    行事・行動について  月 行事・行動について 

7月 定期総会 

後期高齢者広域連合議会請願 

全国一斉「なんでも相談会」 

12月 県議会 

全国一斉「なんでも相談会」 

8月 後期高齢者広域連合議会 1月 後期高齢者広域連合議会請願 

 

9月 県議会 

自治体アンケート確定 

統一要望書作成・配布 

全国一斉「なんでも相談会」 

2月 後期高齢者広域連合議会 

県議会 

10月 自治体キャラバンスタート 

いのちまもる総行動（10/19） 

3月～5月  

11月 県への予算要望（11/8～10） 

介護の日（11/11） 

6月 30期定期総会（6/29） 

 

＜情勢資料＞ 

  〇新聞記事（西日本） 

 

■次回事務局会議 毎月第１金曜日 

8/4（金）9/6（水）10/6（金）11/2（木）12/1（金）1/5（金）2/2（金） 

3/1（金）4/5（金）5/3（祝）⇒5/2（木）6/7（金） 

 

■幹事会 奇数月第２木曜日 

 9/14（木）11/9（木）1/11（木）3/14（木）5/9（木） 

 

■国保部会 隔月第４金の予定  ※適宜変更の場合あり 

 事務局：甲斐・今村・川上  部員：岩下・懸谷・皆川・山中・貫橋 

   9/22（金）11/24（金）1/26（金）3/22（金）5/24（金） 

※福岡県民医連会議室・ＺＯＯＭ使用含んで、当面Web会議 
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 出欠 役 職 氏 名 所属団体/地域社保協 

１ 〇 事務局長 甲斐 光洋 福岡県民主医療機関連合会 

２ 〇 事務局次長 岡本 政昭 北九州市社保協 

３ 〇 事務局次長 渡邉 宏 福岡県労働組合総連合 

４ 欠 事務局次長 内野 貴則 福岡県保険医協会 

５ 〇 事務局次長 七里 正昭 福岡県歯科保険医協会 

６ 欠 事務局次長 田尻 一也 福岡県商工団体連合会 

７ 〇 事務局次長 松尾ひとみ 新日本婦人の会福岡県本部 

８ 欠 事務局次長 木村 拓史 福岡市社保協 

９ 欠 事務局次長 山中 健 福岡県建設労働組合 

10 〇 事務局員 今村 直美 福岡県民主医療機関連合会 

11 〇 事務局員 川上 祥子 福岡県民主医療機関連合会 

 

 ※新任ご挨拶：福岡市社保協 事務局長 木村 拓史さん→欠席 

 

【協議・確認事項】 

１．健康保険証の廃止撤回についての取り組み 

（1）「健康保険証廃止反対」連絡会の発足に向けてのとりくみ 

  ※進捗状況報告や今後の取り組みについて 

 ①名称「保険証のこして」ネットワークふくおか（仮） 

 ②目的 2024年12月に予定されている「健康保険証廃止」をやめさせる。 

 ③構成団体 「健康保険証の存続」を求める県内の団体・組織を構成団体とする。 

  より広い運動にしていくために、県社保協に加盟している団体以外のネットワークへの呼び

かけを行う。 

  NPO法人老いを支える北九州家族の会、北九州在宅医療・介護塾、ふくおか子どもの医療を守

る会、軽度外傷性損傷（MBTI）患者・家族会、福岡県弁護士会 

 ④主な活動 

  ・議会請願行動、集会・学習会・街頭宣伝、署名活動など市民への啓発、ニュースの発行等。 

 ⑤事務局体制 事務局長（七里）、事務局次長（山中、渡邉）、議会請願行動（七里）、参加団

体促進（渡邉）、県選出国会議員要請（七里）、ニュース（山中） 

 ⑥共同代表 

   県社保協加盟団体と重複している団体は、その団体で検討、調整することとした。また代

表者が交代している団体があるので確認する。 

 ⑦キックオフ集会について 

  6月16日（日）（予定）案を作成し、今後協議することとした。 

 

２．県社保協定期総会について 

 ①日時：2024年6月29日（土）午後 

 ②場所：リファレンス駅東ビルまたは大博多ビル 

 ③規模：●●名（後日確認） 

 ④開催方法：対面集合、オンラインでの参加も可とするか？ 

 ⑤講師：斎藤 幸平 氏 東京大学大学院総合文化研究科准教授 

※講師料：30～40万円、飛行機に乗らないため、地方の講演はあまり受けていない。 

第 29 期（2023 年度）福岡県社保協・第 8 回事務局会議（案） 
【日 時】 2024年3月1日（金）10:30～11：55 

【会 場】 福岡県民医連 会議室 ＷＥＢ会議ｚｏｏｍ使用 

 斎藤先生を招聘する場合は、講演形態はオンラインとなる。 

① ～⑤までについて、 

・社保協活動は、実践の中であるべき福祉を探求していくことなので、実践にどうつなげていく

か の内容を入れてほしい。 

・講師料が高い。講演時間を長く（通常70分）するなど、提案が必要ではないか。次の候補者

も検討しておく。 

これらを3月14日の幹事会で再協議することとした。 

 

 ⑥総会までのスケジュール 

 ・各団体幹事会には、早いうちに役員承諾書・取り組み報告・総会参加要請数・総会チラシ等を

送することとした。 

 ・議案書について 

  ※4月05日（金）事務局会議にて議案書1次案の討議 

※4月10日までには１次案各幹事団体へ送る。各団体・幹事会で討議、意見集約。 

※4月末議案書2次案の討議 ⇒ 事務局会議日程変更5/2（木）⇒4/26（金）PM 

※各幹事団体に議案書3次案の送付 意見集約 

※5月09日（木）幹事会にて議案書最終案の討議・確認 

 ・予算・決算について 

  ※4月26日（金）14：00～の事務局会議にて討議することとした。 

 

３．署名のとりくみ（依頼事項） 

 ①原発訴訟全国連絡会の「原発事故は国の責任です」共同署名 3月末〆 

  幹事会で協力依頼を行うこととした。 

 ②紙媒体による金融サービスの継続を求める請願 軽度外傷性脳損傷（MTBI）患者・家族の会 

  電子署名も可能なので、各団体からつながりのある団体へも呼びかけ、早急に集めることと

した。 

 

４．生活保護・扶養照会についてのアンケートのとりくみ 

  調査期間 2024年2月13日（火）～11月29日（金） 

 ・自治体キャラバンを実施しているところは、そこで対応していただく。 

 ・社保協がない地域だけ、県社保協から依頼する。 

 

【報告・確認事項】 

１.この間の活動報告・庶務・渉外関係事項の確認 

（１）02/02（金）第29期県社保協第7回事務局会議報告 ⇒ 文書報告 

（２）02/12（月）中央社保協全国代表者会議 会議アピール 

（３）02/14（水）後期高齢者医療広域連合議会 スタンディング宣伝＆議会傍聴 

   県社保協、年金者組合、県連共同組織連絡会から請願を出したが、賛成少数のため否決と

なった。紹介議員となっていただいた、中山議員の切実な訴えが、傍聴者から元気をもらっ

たとの声あり。議会自体が淡々としており、傍聴側には添付されていない資料もあった。 

（４）02/21（水）国民健康保険運営協議会 

（５）北九社保協通信1月号 

   生活保護課との懇談。介護扶助と生活保護の広報を重点に行った。介護現場ではさまざま

な問題が起こっている。行政ごとにCMがいるが、ケアプランに介入してくる。基本的な考え

について意思統一を行った。生活保護について、市民への周知について、ポスター掲示して

いる自治体が多くなっている中、北九州はどのようにされたのか。等 
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（６）消費税廃止各界連絡会チラシ 

 

２.中央社保協関連 

（１）2/12（月）２０２３年度全国代表者会議 オンライン参加 

 

３.今後のスケジュール 

 03/14（木）県社保協第4回幹事会 

 03/22（金）県社保協第5回国保部会 

 04/05（金）県社保協第9回事務局会議 

 04/26（金）県社保協第10回事務局会議 

 05/09（木）県社保協第5回幹事会 

 05/24（金）県社保協第6回国保部会 

 06/07（金）県社保協第11回事務局会議 

 06/29（土）第30期県社保協総会 

 

４.自治体キャラバンについて 

（１）各地域の自治体キャラバンの進捗状況 

  ①北九州市 

 

  ②福岡市 

 

  ③筑後地区 ※終了 

 

（２）自治体アンケートについて 

  〇集約状況 53／60 ※前年度53 

 

４．29期年間スケジュール 

  月    行事・行動について  月 行事・行動について 

7月 定期総会 

後期高齢者広域連合議会請願 

全国一斉「なんでも相談会」 

12月 県議会 

全国一斉「なんでも相談会」 

8月 後期高齢者広域連合議会 1月 後期高齢者広域連合議会請願 

 

9月 県議会 

自治体アンケート確定 

統一要望書作成・配布 

全国一斉「なんでも相談会」 

2月 後期高齢者広域連合議会 

県議会 

10月 自治体キャラバンスタート 

いのちまもる総行動（10/19） 

3月～5月  

11月 県への予算要望（11/8～10） 

介護の日（11/11） 

6月 30期定期総会（6/29） 

2024年4月27日（土）なんでも相談会予定。 

 

＜情勢資料＞ 

〇新聞記事（西日本）2024年2月19日掲載 

・自治法改正案 地方分権逆行 ～感染症や災害時 国が自治体に指示～ 

・ヤングケアラー進路支援 ～4月以降自治地窓口に専門員～ 

＜その他＞ 

〇国保料統一化について 

2 月 21 日に国保運営協議会が開催され、2 名参加した。（懸谷、甲斐）運営答申案についてパ

ブコメを出していたが、県の回答には反映されていなかった。国保料統一化について、福岡県は

段階的に統一していくとのこと。（統一化＝上がる）今後の問題は各自治体へ働きかける運動が

必要ではないか。 

 1 月に県社保協の統一要望書の国保に関係するところを県の医療保険課に提出していたが、そ

の懇談を3月8日に行う予定。 

 

〇3月20日（水）福岡県弁護士会 「『マイナ保険証』と人権を考える－医療情報のデジタル化

で社会はどう変わる？－」のお知らせ 

 

■次回事務局会議 毎月第１金曜日 

8/4（金）9/6（水）10/6（金）11/2（木）12/1（金）1/5（金）2/2（金） 

3/1（金）4/5（金）5/3（祝）⇒5/2（木）⇒4/26（金） 6/7（金） 

 

■幹事会 奇数月第２木曜日 

 9/14（木）11/9（木）1/11（木）3/14（木）5/9（木） 

 

■国保部会 隔月第４金の予定  ※適宜変更の場合あり 

 事務局：甲斐・今村・川上  部員：岩下・懸谷・皆川・山中・貫橋 

   9/22（金）11/24（金）1/26（金）3/22（金）5/24（金） 

※福岡県民医連会議室・ＺＯＯＭ使用含んで、当面Web会議 
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福岡県社保協 第29期第3回幹事会報告 

 
 
■日 時：2024年1月11日（木）14時半～17時20分 

■会 場：福岡県民医連・会議室 

■出 席： 別紙あり                        ■進 行：大脇会長 

 

【ミニ学習】「低年金と年金裁判の意義」のテーマで年金者組合福岡県本部 保田書記長より御講

話頂いた。10 万円・4 万円未満の低年金者に女性が多いことや、年金裁判の始まりと、裁判の目

的その内容についてわかりやすく説明していただいた。 

 

 ★自治体アンケートの分析とまとめ 

 月  日 項    目 担当団体 協力団体・地域社保協 

9 月 14 日 最低賃金問題 県労連・渡邉氏  

11 月 9 日 保険証問題 ⇒ 別途検討 歯科保険医協会・七里氏  

11 月 9 日 保育士の実態調査・学童保育について 県労連 福祉保育労組 

1 月 11 日 年金問題について 年金者組合・保田氏  

 

【会議報告】 

１．第29期第2回県社保協幹事会報告（11/9） 

２．第29期県社保協第3回国保部会報告（11/24） 

３．第29期県社保協第4回事務局会議報告（11/2） 

４．第29期県社保協第5回事務局会議報告（12/1） 

５．第29期県社保協第6回事務局会議報告〔案〕（1/5） 

 

【協議・確認事項】 

１．健康保険証の廃止撤回についての取り組み 

（１）請願の取り組み 

※請願書 

①大野城市議会：12月7日（木）総務政策委員会にて審議 結果：不採択 

→ 紹介議員は、未来フォーラムの、永井議員と河野議員2名。委員会で賛否同数となり、議

長の反対投票で不採択となった。本会議でも自民党・公明党が反対し否決。西日本新聞で委

員会の不採択の経過が報道され、県社保恊の名称が掲載されたことは、住民の反響にも影響

を及ぼしたとの報告をうけた。 

    

②福岡県議会：12月14日（木）厚生労働委員会にて審査 結果：継続審議 

         12月20日（水）本会議にて審査 結果：継続審議 

  赤旗新聞記事（12/9、16） 

  → 紹介議員は、無所属の福地議員1名、紹介議員の依頼に対し自民・公明は無回答、民主県 

政は会派意向により応じず、延期撤回の世論が80％近くでありながら紹介議員が1名とは 

民意との乖離が大きい。しかしRKBニュースで請願提出が大きく取り上げられ、なかでも県

の介護部長の「国民が不安を感じている中での移行制度は決して望ましくないと考えており

ます」との委員会発言が報動されたことは、大きな成果と言えるとの報告を受けた。 

 

（２）「健康保険証廃止反対」連絡会の発足について 

   → 形態として連絡会、準備会、プロジェクト等の意見が出された。当面、連絡会や準備会を

想定し、準備を始めることを確認した。 

 

２．全国一斉「なんでも相談会」第4弾の取り組み 

 ※日時：2023年12月23日（土） 

 （北九州）当日対面で3件、電話で35件の相談を受けた。相談内容も生活困窮や家庭・労働・

債務・健康問題など多岐にわたりそれぞれ専門の相談員が対応した。民医連健和会からのMSW看

護師の派遣で、医療健康介護の相談にあたって頂いた。県外からの緊急性の高い相談もあり当

該地域へつないだ。 

 

３．後期高齢者広域連合議会の対応について 

 ・2024年2月14日（水）14時～後期高齢者広域連合議会＠博多サンヒルズホテル 

  ※請願受付〆切日：2024年1月25日（木） 

 ・請願書（案） 

 ・スタンディング宣伝行動 13:20～ 

 

４．第30期県社保協総会について 

※総会日程（案）について 

  6月29日（土）で確認した。 

※学習講演の講師（案）について 

①『社会保障、福祉国家』井口 克郎（イノクチ カツロウ）神戸大学准教授 

②『人新世の「資本論」』斉藤 幸平（サイトウ コウヘイ）東京大学准教授 

→講演打診の順番を②→①とした。 

 

【報告・確認事項】 ※11/9以降 

１、この間の活動報告・庶務・渉外関係事項の確認 

（１）11/02（木）第29期県社保協第4回事務局会議報告 ⇒ 文書報告 

（２）11/08（水）～10（金）福岡県要請 

（３）11/09（木）第29期県社保協第2回幹事会報告 ⇒ 文書報告 

（４）11/11（土）介護の日 介護なんでも相談 ※相談3件 

（５）11/11（土）～12（日）日本平和大会in鹿児島 

（６）11/23（木祝）地域医療を守る運動交流集会 

（７）11/24（金）第29期県社保協第3回国保部会報告 ⇒ 文書報告 

（８）11/27（月）いかんよ貧困役員会 

（９）12/01（金）第29期県社保協第5回事務局会議報告 ⇒ 文書報告 

（10）12/01（金）いのとり裁判 早期全面解決を求める緊急集会 

（11）12/12（火）福岡県保険医協会北九州支部幹事会 国保学習会 

（12）12/21（木）「福岡県の社会保障」第65号発送 

（13）12/22（金）消費税各界連 街頭宣伝行動 

（14）12/23（土）全国一斉なんでも相談会 

（15）01/05（金）第29期県社保協第6回事務局会議報告 ⇒ 文書報告 

 

２.中央社保協関連 

（１）中央社保協ニュース23-19号～22号 

（２）国保パンフ学習会：1月15日（月）11:00～12:00 

（３）中央社保協 ２０２３年度全国代表者会議へのご案内 【第２報】 

（４）沖縄県社保協ニュース 

（６）神奈川社保協ニュース№23-⑥～⑦ 
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３.今期（29期）のスケジュール 

（１）年間スケジュール 

  月    行事・行動について  月 行事・行動について 

7月 定期総会 

後期高齢者広域連合議会請願 

全国一斉「なんでも相談会」 

12月 県議会 

全国一斉「なんでも相談会」 

8月 後期高齢者広域連合議会 1月 後期高齢者広域連合議会請願 

 

9月 県議会 

自治体アンケート確定 

統一要望書作成・配布 

全国一斉「なんでも相談会」 

2月 後期高齢者広域連合議会 

県議会 

10月 自治体キャラバンスタート 3月～5月  

11月 県への予算要望 

介護の日（11/11） 

 

6月 定期総会 

 

（２）今後のスケジュール 

1/11（木）優生保護法最高裁宛100万人署名推進学習会 

1/15（月）安心できる国保のために学習会 

1/16（火）「福岡県の社会保障」第66号編集会議 

2/02（金）県社保協第7回事務局会議 

2/12（月・祝）２０２３年度全国代表者会議 

2/14（水）後期高齢者広域連合議会 

3/01（金）県社保協第8回事務局会議 

3/14（木）県社保協第4回幹事会 

  

【各団体から報告】  ※別冊資料集参照 

北九州市社保恊（岡本事務局長） 

  11月10日例年実施の「北九州市保護課との懇談会」に向けた事前申し入れ事項を当局に提出し

た。11月11日介護の日に民医連健和会と共催で介護認知症何でも相談会を開催した。地域から4

件の相談がありいずれも窮迫した内容であった。11 月 21 日の生保 110 番では、地域に以前配布

したチラシを持参され「夫の医療費がかかり」年金では生活できないとの相談、弁護士が対応し

福祉事務所に申請に行くこととなった。チラシを見た60歳台の兄弟から相談があり、後日生健会

役員が生保申請に同行することとなった。 

 

宗像市社保恊（須田副委員長） 

昨年の12月、宗像市議会へ学校給食無償化の請願を1,600筆の署名とともに提出をした。総務

委員会では、3対2で否決。12月 21日の本会議でも12対7で不採択となった。あきらめること

なく、これからも運動を続けていく。 

 

筑後地区社保恊（久保田事務局長） 

 昨年の 10月 23 日～31 にまでに筑後地区6市 3町をめぐり自治体キャラバンを実施した。事前

に7課題44項目の要請書を9自治体に発送、9月末までに返送された回答をもとに各自治体社保

協会員会員、事前学習をしてキャラバンにのぞんだ。全体での参加は、社保協側75人、自治体側

は副市長、部長、課長など 153 人となり、内容は社保恊から要望質問意見を出しそれに自治体が

返答をする形でおこなわれた。国保制度の基本的性格については各自治体のホームページでは改

善しているものの、配布冊子では「助け合い制度」と受け取られかねない記述が残っているため、

改善を強くもとめた。また、住民税非課税世帯からの国保税徴収という不都合を追求した。 

 

大牟田市社保恊（堤事務局長） 

12月議会での補聴器助成制度請願に向けて懇談を実施、共産党議員団とは懇談できたが民主護

憲クラブとは懇談できず、2月議会に向けて仕切りなおすこととした。12月23日の「何でも相談

会」は、大牟田市、みやま市、荒尾市の６万世帯を対象に開催した。相談は6件で、医療費やイン

ボイス制度、交通機関の問題などが内容であった。 

大牟田市の介護保険課との懇談を民医連親仁会のアンケートを持参しておこなった。剰余金が

あることが明らかとなった。 

 

福岡県保険医協会（内野事務局長） 

 11/30 全国保団連の「保険証のこせ」国会行動に参加した。11月 26日マスコミ4社と懇談を行

い、民放1社と、NHKで報道された。 

 

福岡県歯科保険医協会（七里氏） 

12 月 23 日付の日刊現代デジタル版で、12 月のマイナ保険証一本化の閣議決定を受けた河野デ

ジタル相の会見についての記事が掲載された。「義務化されたのちに、マイナ保険証を医療機関・

薬局で利用できなかった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡をいただきたい・・・・」

と実質、国への密告を呼びかけるもので、その後全国保団連の本並事務局次長の反論が続いてい

る。福岡県歯科保険医協会は、抗議と怒りを持って12月25日「保険証廃止の撤回を求める」の

会長声明を発出した。また、「健康保険証を残して」の福岡県と大野城市の請願については、事

前のアプロ-チが功を奏して両請願とも詳しくニュース報道がされた。世論形成のためにも今後

の運動もマスコミへつないでいく。 

 

福岡県自治体労働総連合（掛谷氏） 

 11月30日生活保護基準引き下げ違憲訴訟名古屋高裁勝利判決についての説明がされた。12月1

日の緊急集会で、損害賠償も認められた完全勝利に、「おかしいことはおかしいい！」と言い続け

ることの大切さが共有された。その後武見大臣が不適当な発言を行い、今後他県の高裁への影響

が危ぶまれている。 

 

全日本年金者組合福岡県本部（保田書記長） 

 12月15日、兵庫県の年金引き下げ違憲訴訟の上告が最高裁で棄却となった。しかし補足意見で

は、憲法25条の内容を国の責務と述べている。裁判闘争を仲間づくりとともに大きく広げること

が重要。2月14日の後期高齢者医療広域連合議会に向けて、医療費2割自己負担中止と保険料引

き下げ等の請願を提出する。議会当日は、傍聴前に宣伝を行う。 

 

全国福祉労働組合福岡地方本部（城山副委員長） 

旧優生保護法裁判に向けての 100 万人署名は、福岡県で５万筆目標のうち現在１万2 千筆ほど

が集約された。もし裁判で敗訴すれば、戦後最大の人権侵害に対する国の責任逃れを、容認して

しまうことになるので、さらなる署名行動の強化を呼びかけます。 

 

障がい者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会（佐藤事務局長） 

12月18日、「福岡市障がいを理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」の実体規定に、「何人も、障害のある人に対して、障害を理由とする、差別をしては

ならない。」の文言を入れることの請願を提出した。1 月 23 日は要望書に対する意見交換会の予

定。 

 旧優生保護法裁判に向け、11月18日警固公園で集会、デモ行進も行った。110名が参加。 

 福岡地裁で1月23日口頭弁論、1月25日の、もうお一人の口頭弁論で結審、25日裁判後集会を
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行う。「優生保護法最高裁宛て100万人署名」は現在1万2千人位の集約、3月まで行う。 

 

福岡県建設労働組合（森部氏） 

 11月30日福岡地裁、建設アスベスト九州訴訟第3陣第4期日が行われたことが報告された。優

生保護法の署名は1862筆を集約しており、追加分も集約。 

 

福岡県労働組合総連合（渡邉書記次長） 

 2月4日「2024年問題シンポジウム」を開催予定。医師、建設・運輸労働者の労働時間上限問題

が中心となる。 

 

民医連（甲斐次長） 

 11月15日「オンライン資格確認、マイナンバー保険証に関わるアンケート調査報告」の記者発

表を開催、11月20日NHKで報道。11月8日から10日福岡県と2024年度予算要求懇談を行った。 

11 月 11 日～12 日鹿児島での日本平和大会に県連事務局より 1名参加。11 月 27 日博多駅前でイ

スラエルのガザ侵攻反対の宣伝行動をおこなう。「健康保険証を残してください」の署名を、発送

していた民医連以外の医療機関や介護事業所等から1976筆を集約した。 

 

 

■次回事務局会議 毎月第１金曜日 

 8/4（金）9/1（金）⇒9/6（水）10/6（金）9/6（火）11/2（木）12/1（金） 

1/5（金）2/2（金）3/1（金）4/5（金）5/3（祝）⇒5/2（木）6/7（金） 

 

■幹事会 奇数月第２木曜日 

 9/14（木）11/9（木）1/11（木）3/14（木）5/9（木） 
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 福岡県社保協 第 29 期 第 4 回 国保部会報告 

日時：2024 年 1 月 26 日(金) 15：00 ～ 17：00 
場所：福岡県民医連会議室とオンライン(ZOOM)併用 
出席者：(敬称略） 

福岡県社保協 
事務局 

福岡県 
自治労連 

福建労 
福岡市 
社保協 

福商連 
筑後地区 
社保協 

民医連 
ＭＳＷ 

甲斐 今村 川上 懸谷 山中 皆川 岩下 貫橋 (     ) 
〇  〇 〇 〇 〇   欠 〇 〇  

 司会進行：甲斐 光洋 ＊8 名中 参加  7 名（87.5 ％） 
 
【学習】 
「キャラバンから見えてきた国保の問題点」報告：筑後地区社保協 貫橋 氏 

感想、意見交換を行った。九沖ブロック社保協事務局会議では、「他県は（筑後地区社保協と同様）、

全自治体とキャラバンを行っている」とのこと。福岡県も筑後地区を参考にしながら、キャラバンを検

討する必要があるとの意見あり。 
 

【協議事項】 
１．福岡県医療保険課への交渉・懇談について 

(1)国民健康保険に関する要望書 福岡県医療保険課宛 
 要望書を 1 月 10 日に医療保険課に提出。担当者より、回答は 2 月以降になるとの連絡あり。 
 回答が可能になった時点で県当局との懇談を調整することとした。 
 

 (2)中央社保協資料 
  ①国民健康保険制度の改善を求める要望 
   12 月 5 日提出、厚労省宛の要望書 

② 国保改善学習運動交流集会アピール（2023.12.17 国保改善運動学習交流会） 
・国保料引き下げるための意見書採択の運動を進める。 
・国保パンフの学習を深めるため、1 月 15 日に学習会を開催する。 

 
 (3)福岡県国民健康保険運営協議会（第 4 回、第 5 回） 

①出された意見など 
・令和 4 年度の運営協議会の議事録について、税制収支の改善に掛かる基本的考え方のとこ

ろで、議事録の中に「財政が安定的に運営していくためには収支が均衡していることが重

要です。現状では多くの市町村で法定外繰り入れなどが行われている。これらの解消に取

り組むことにより財政収支の改善を図る必要があります」と運営方針の中に書かれている

が、繰り上げ充用や法定外繰り入れを削減したら均衡しないので矛盾している。（保険料を

上げることになる。） 

・自治体だけで解決するのは難しい。自治体の関係者を励まして市長会や知事会に本気で取り組

んでほしいとお願いしていく。1/15 の学習会で「決算補填目的の法定外繰り入れは✕」と言っ

ている。例えば子どもの均等割りを国保財政だけで解決すると、試算目的、決算補填目的にな

るが、子ども医療費は国保だけの問題ではない。均等割りをなくしたらお金がないといってい

るが、国保財政から出さず、一般会計から出すべき。 
 ②第 4 回 2022 年 11 月 18 日（金）ホームページに議事録あり。（更新は 2024 年 1 月） 

議事録中の質疑応答で「国保の共同運営の円滑化を図ることを目的として、県と市町村との協議の

場として国保共同運営会議を設置しております。取組状況ですが、令和３年度は、保険料水準の県

内均一化等の課題につ いて、市町村と協議を行っており、今後も引き続き協議を進めてまいります。」 
の箇所は矛盾している。「保険料の取り組みはすでに行っている」と言う意味ではないか。この協議

会ではなく別に「国保共同運営会議の設置」するのは理解に欠ける。 
②第 5 回 1 月 19 日（木）ホームページ掲載なし。 

  第 2 期運営方針について、統一保険料の内容が入ってくると予想している。 
 

【報告・確認事項】 1.2.とも別紙にて報告とした。 
１．幹事会・事務局会議等の報告 
（1）第 3 回 国保部会報告（11/24） 
（2）第 5～6 回福岡県社保協事務局会議報告（10/6・11/2） 
（3）第 4 回県社保協幹事会報告（1/11） 
 
２.この間の主な動き・取り組み報告 

(1)中央社保協 
  ①安心できる国保のために学習会：1 月 15 日（月）11:00～12:00 オンライン開催 
  ②介護保険制度のいま・これから：1 月 28 日（日） 

③ 2.1 高齢者中央集会・国会議員要請行動：2 月 1 日（木）10:30～15:00 
④全国代表者会議：2 月 12 日（月・振替休日）13:00～16:30 

 
(2)福岡県社保協 

  ①健康保険証の廃止の撤回を求める請願 
●大野城市議会：12 月 7 日（木）総務政策委員会にて審議 結果：不採択 

   ※西日本新聞記事（12/7） 
●福岡県議会：12 月 14 日（木）厚生労働委員会にて審査 結果：継続審議 

         12 月 20 日（水）本会議にて審査 結果：継続審議 
   ※赤旗新聞記事（12/9、16） 
 

②全国一斉「なんでも電話相談会」 
・第 4 弾－12 月 23 日（土） 

    →北九州 38 件（リアル 3 件、電話 35 件）、福岡（相談 3 件、食糧支援 130 件、食糧支援時の

40



アンケート 38 件）、大牟田（電話 7 件）の 3 カ所で開催済み。 
 
  ③県社保協 FaxMail ニュース№123 
 
  ④後期高齢者広域連合議会の対応について 
   ・2024 年 2 月 14 日（水）14 時～後期高齢者広域連合議会＠博多サンヒルズホテル 
   ・請願書提出：2024 年 1 月 22 日（火） 

 ・スタンディング宣伝行動 13:20～13:50 
 
⑤第 30 期県社保協総会について 
・総会日程：6 月 29 日（土）ＰＭ 

  
３．情勢資料他 
  西日本新聞 12/13、12/17．1/16 記事より 

・ 政府がマイナ保険証トラブルの総点検を行ったところ、ミスの発生確率が 0.01％と極小だ

ったことがわかった。しかしマイナ保険証利用率は 2023 年 10 月時点で 4.4％、現在も減少

している中で免許証、母子手帳、健康受診券までも一体化を進めていることについて、疑問

の声があがっている。 
  ・一般社団法人情報システム学会は、「情報漏えいや不正アクセス被害から守ってくれるのは 4

桁の暗証番号のみで明らかに脆弱すぎる。マイナンバー制度はユーザー視点などが欠如して

いる。根本的な制度設計からやり直す必要がある」と紹介。 
 

４．継続課題 
(1) 県内自治体へ多子減免を広げるとりくみ 

福岡県内の状況 
福岡市(所得制限なし、中学生まで) 
北九州市(世帯年収 320 万以下、高校生まで) 

    → 久山町については、引き続き調査していく 
 
5.その他 
山中さんより下記の意見が出された。 
・（筑後地区社保協の久保田氏より）「キャラバンをするということは、住民がいないと成立しない。

そこを追求していく必要がある」とのことから、今後の県社保協事務局会議で議論していく必要

がある。また地域社保協の状況を見える化（資料に）して、そこにどう県社保協として援助して

いくか、地域社保協を活性化するという方針も掲げているので、毎回会議で追求していくことが

大事ではないか。 
・この国保部会では、技術的、論理的な部分を深めていくのをメインにする。また国保分野での課

題は何かを幹事会に提言していくイメージでいいのではないか。そういう意味でも協議項目をも

う少し絞っても良いのではないか。 
・保険証の問題については、（神奈川県社保協のように）国会議員に対して請願署名提出するための

紹介議員を増やす。その運動を県社保協として広げていく。 
 

※次回(第 5 回)国保部会   3 月 22 日（金） 15：00～ <ZOOM 開催> 福岡県民医連 他 
定例：隔月第 4 週（金） 
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福岡県歯科保険医協会と民医連が県議会に提出。

12月9日赤旗新聞に掲載されました。 

  

          

 

 

 

2024.1.12 №.123 

福岡県社会保障推進協議会 

電話 092-483-0431 
FAX 092-483-0435 

E-mail syaho@f-kenren.or.jp 
 

福岡県議会へ「現行の健康保険証の存続を求める請願」提出 
 

11 月13 日 12 月 8 日 

福岡県保健医療介護部長は「国民の不安を感じている中での制度移行は、決して望ましくないと考えていま

す」と発言しました。また福岡県歯科保険医協会事務局の七里氏は「患者さんの生命・健康に関わる大切な情報

なので、誤りは基本的に絶対あってはならないこと」と訴えましたが、結果は残念ながら継続審査（実質不採

択）となりました。同日ＲＫＢ「タダイマ！」で放送され、12月16日赤旗新聞にも掲載されました。 

12 月 14 日 

福岡県会議員との懇談  福岡県議会に請願書提出  

 

大野城市議会（総務政策委員会）でも審議、結果は「不採択」 

大野城市議会でも12月7日、総務政策

委員会で審議。採決は議長を除く委員6

人で、賛否同数となったため、委員長判

断で不採択と、大変惜しい結果となりま

した。 

 

12 月 2 日に保険証廃止が閣議決定されていますが、県社保協は今後も引き続き、現行の健康保険証の存

続に向けて、他団体と共同して働きかけを行っていきます。 

 

福地幸子県議が紹介議員を快く承諾していただきまし

た。 

【第2 回後期高齢者医療広域連合議会】 

2 月14 日（水）14：00～博多サンヒルズホテル２F（玄関前アピール宣伝 13：20～） 
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2024年第1回福岡県後期高齢者医療広域連合議会傍聴 

高齢者医療費窓口負担２割を中止せよ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合議会が、2 月 14 日(水)午後 2 時より、サンヒルズホテル博多（博

多区）で開催されました。福岡県社会保障推進協議会は、「75 歳以上の医療費窓口自己負担 2 割化

の中止などを求める意見書提出について」の請願書を提出しており、20 名で傍聴しました。開会前

に会館玄関入口横で、会館入場の議員と通行者に向けて、医療費窓口負担 2 割化の中止を求めるスタ

ンディング行動を行いました。今回も福岡県社会保障推進協議会の他に、年金者組合福岡県本部、福

岡県民医連共同組織連絡会から請願書を提出しました。 

賛成少数で否決 
請願は、出席議員 26 名の内２名(共産：中山郁美福岡市議、無所属：井上しんご北九市議)の賛成

少数で否決されました。請願提案に先立ち、一般質問で中山議員より、長引く物価高騰の中での保険

料値上げで、介護保険料等の被保険者の生活に及ぼす影響や、マイナ保険証一体化により医療を受け

られない被保険者が生み出されるのではないか等、質問しました。後期高齢者医療広域連合当局は、

「少子高齢化、現役世代人口減等の理由により保険料増はやむを得ない」「国に対し、カード取得者

に混乱が生じないように対応すること等の要望を行っている」という答弁でした。高齢者の厳しい生

活実態ついて、正面から向き合わない広域連合当局の姿勢に、参加者一同に落胆と怒りの思いが広が

りましたが、議会終了後、参加団体から「年金生活者の思いをしっかり訴えてくださった中山議員に

勇気をいただいた」との声もあがりました。   

       

2024.3.5 №.124 

福岡県社会保障推進協議会 

電話 092-483-0431 
FAX 092-483-0435 

E-mail syaho@f-kenren.or.jp 
 

質問する中山議員 

議会前のスタンディング宣伝 

賛成する井上議員（左）と中山議員（右） 

県社保協は、これからも粘り強く多くの議員に働きかけ、運動を広げていきます。 
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県連事務局では、福岡県内の医療機関、介護事業所、4,888箇所
（親仁会が発送した事業所を除く）に、署名を送付して協力を呼びか
けました。（10月に発送終了）

12月21日現在で1,976筆の署名が届いています。開封すると、コ
ピーして患者さん、利用者さんに協力していただいている事業所もあ
りました。先日送られてきた署名用紙に「遅くなってすみません」と
メモが添付されていたため、こちらからお礼の連絡をしたところ、
「健康保険証廃止は本当に困ります。少ないですが署名を集めました
ので送りました。」と…。「重要なのは、健康保険証を残すことの意
義を広く知らせることです。」と、今後も引き続きご協力をお願いし
ました。また署名用紙の下部分にある「私のひとこと」に、現状や

思いを書かれてある事業所もありましたのでご紹介します。

県連 県民運動部ニュース
第45期・第32号 2023年12月22日 福岡･佐賀民医連 県民運動部

【発 行】

福岡県民主医療機関連合会

【発行責任者】 甲斐 光洋

署名「現行の健康保険証を残してください」

医療機関だけでなく、介護事業所も管理面や業務面で負担増に…

民医連外の県内事業所から1,976筆集まる！

1人で申請に行けない方への配慮が全くない！

保険証を廃止されると、マイナ保険証を持たない
方に資格確認書を交付したり、高齢者施設等への対
応として、暗証番号が不要な顔認証カードを発行す
ると国は言っています。

しかしこれらは、現行の健康保険証を存続すれば
不要であり、税金の無駄使いでしかありません。

健康保険証は国民皆保険制度の根幹です。今後も
現行の健康保険証の存続に向けての取り組みを行っ
ていきましょう。

今後は各法人の取り組みについてもご紹介していきますので、取り組
みの内容など、是非県連事務局までお送りください。
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衆議院議長 様 

参議院議長 様 

紙媒体に よ る金融サ ー ビ ス の 継続を求める請願 
 

私たちは、軽度外傷性脳損傷（MTBI）患者・家族会です。当会を含め⾼次脳機能障害、脳障害等で、記憶

障害（脳の病気・ケガ等の後遺症・⾼齢で認知低下など含む）を持つ患者・家族は、預⾦通帳・クレジット

カードの明細書などがペーパーレス化になると大変困ります。今、国はペーパーレス化を進めていますが、

この様な障害のある記憶障害の患者は大変深刻な問題に直面しています。 

私たちの記憶障害は時が過ぎれば記憶が消えるという特徴を持っています。 

例えば、銀⾏の通帳がペーパーレス化されると、記憶を伴うログインやパスワードがわからず、お⾦の出し

入れができません。 

⾃分にいくら預⾦があるか把握ができず、勘違いなどトラブルになり兼ねない事も想定できます。 

ついては、次の事項について要請します。 

【請願項目】 

一、 ⾼次脳機能障害・軽度外傷性脳損傷等の記憶障害（脳梗塞後の後遺症・⾼齢で認知低下など含む）を持

つ脳の認知機能の特徴を理解して下さい。 

二、 ⾦融・保険関係における重要な物（通帳、保険証書、請求・明細書など）に関して、希望する⼈には紙

媒体による⾦融サービス（銀⾏、信⽤⾦庫、農協含む）を無料で継続して下さい。 

 
 

氏  名 住  所  
住所は都道府県から所番地まで省略せず記入願います。｢同上｣｢〃｣等は使⽤不可となります。 

              

          

          

          

       

※この個人情報は国会請願以外使用致しません。  ※同じ内容で電子署名も受付可能です。 
※この署名活動を取りまとめた方は恐れ入りますがご一報いただきますと助かります。 

 
 
 
↑⽴上⼈のご挨拶 ↑視覚障害者・  ※↑電子署名 

読み上げ 
★【募⾦のご協⼒を頂ける⽅】郵貯銀⾏ 記号 17480 番号４０６５７９３１ 名義⼈︓⼭下いづみ 
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    銀行の 通帳が無く なる！大事な証書も に なる！水面下で 既に 動いて いま す。IT  

 媒体による金融サービスの継続を求める請願」の意味とは？ 

 

 

 
当会・MTBI（軽度外傷性脳損傷）活動の経緯の中で脳損傷（高次機能脳障害）含め、「認

知」というキーワードが在ります。 
脳が何らかの外傷（突然の事故・建設現場などの転落事故・DV・激しいスポーツ等）始

め、脳の病（脳梗塞・クモ膜化出血などの手術の後遺症）など年齢に関係ありません。 
又、老化等でも、当然、認知が起こります。現時点では、誰もがやって来る問題です。 
 
 忘れ――― る・名前が 出てこ ない・番号忘れる・思い出せないー ー ー ー ー ー  

 
認知症は本人始め家族も非常に生活が急変し生き辛く大変な苦労を強いられます。 
しかし、認知は、外傷だけでなく、誰でも起こる事、歳を取れば脳機能は衰えるわけです。こ
ういうことも踏まえ私たちは、声を出しています。 

◆ 銀行の通帳が無くなろうとしている現状（報道しない為「皆知らない」が着々と水面
下で進んでいます。２０２1 年調査済み）急務です。 
物忘れのある人に、管理を IT で強いられると困る。覚えられない・忘れるからです。 
政府は、IT にてログイン登録し ID・パスワードを入力し管理！という考えで動いて
います。結果、マイナカード紐づけに成りでしょう。危険です。 

認知がある人にそれが無理な事だ！と当会は発言しました。すると、顔認
証が在る！と言って来ました。では、寝たきりの方はどうするか？と今、
私たちは反論していますが回答は無しのままです。 

寝たきりの人は動けないから対策が取れないのと推測されます。  
※政府管轄の医療・介護福祉関係事業者も賛同するほど皆、現場では困
っています。こういうことを政府が発言する事が、あまりにも医療・福祉を理解の欠
落発言です。 
 

◆ 同じく保険関係における重要な物（保険証書、請求・明細書など）も認知のある⽅はログイ

ンできないわけで紙で発⾏を従来通り続けて下さい。従来通りサービスで︕という内容 
です。  
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